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市内特別養護老人ホーム

入所の仕組みのご案内 

『日野市介護老人福祉施設入所指針』 

適用範囲は以下の施設です 
 

■市内に特別養護老人ホームは 7 施設あります。 

  原則市民の方が優先ですが、市外の方も一部受け入れています。 

花子については市内の方のみ受け入れとなります。 

            
                 マザアス日野          豊かな里            浅川苑        

106 床               114 床              77 床         

万願寺 1-16-1          豊田 1-22-2           高幡 864-4      

042-582-1661         042-589-2366          042-593-1165     

                                           
               

                       

            

                    

 

 

■市外の特別養護老人ホームにも一部日野市民利用枠があります。（申込方法は各施設にお問い合わせください）  

 
 

 

 

 

２０２５年５月 

日野市介護保険課 

みやま大樹の苑                          〔〒192-0152  八王子市美山町 1463    042-651-0161〕 

藤寿苑                           〔〒192-0046  八王子市明神町 4-18-12  042-648-5171〕 

至誠特別養護老人ホーム               〔〒190-0022  立川市錦町 6-28-15     042-527-0031〕  

至誠ホームアウリンコ                 〔〒190-0022  立川市錦町 6-28-15     042-527-3939〕 

 あすなろ 

  86 床  

百草 1042-17 

042-593-1813 

 シンフォニア 

   82 床  

東平山 3-1-19 

042-514-9715 

  ラペ日野 

   120 床  

程久保 2-27-1 

042-506-5078 

     花子 

     120 床 

   多摩平 3-1-11 

    042-582-8787 
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【『日野市介護老人福祉施設入所指針』の基本的考え方】 

１．公平性、透明性のある指針 （優先基準の明確化） 

２．国、都、他市の状況を踏まえたもの （省令改正、国指針、都ガイドラインと整合） 

３．市内関係者で構成する検討委員会及び作業部会を設置し、具体的な指針を協働で作成 
 

 

【『日野市介護老人福祉施設入所指針』による入所の仕組み】 

入所希望者に対して、特別養護老人ホームの入所の必要性を判断する基準に基づき、二種類の評価方法を

用います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『基本情報調査』では、指定介護老人福祉施設の運営基準に基づき、「身体上又は精神上著しい障害がある

ため常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが困難な者」にサービスを提供することを測る

指標に基づき評価を行います。また、在宅介護の状況や、施設入所の状況などに着目した『介護状況調査』を実

施し、入所優先度の高いグループと、その他一般のグループにグループ分けをします。 

 

以上を総合的に判断し、優先度の高いグループの中で、さらに優先度の高いランクに分類された方々から、

施設側の基準及び受け入れ状況を勘案しながら、最終的に入所者を決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

特別養護老人ホームの入所の仕組み（基準）
『日野市介護老人福祉施設入所指針』

 

 

１． 介護保険法の改正により、平成２７年４月１日以降の特別養護老人ホームへの入所は、原則要 

介護度３以上の方に限定されました。 

 

２． 要介護度１又は２の方でも、入所申込をしていただくことは可能です。要介護度１又は２の方であ

っても、居宅において日常生活を営むことが著しく困難なことについてやむを得ない理由があると

認められた場合は、日野市の関与の下、特例的に施設への入所が認められます。 

 

３．日常生活を営むことが著しく困難であることの判断は、以下の評価方法により行います。 

 

特別養護老人ホームへ入所できる方は、 となります 
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①介護老人福祉施設入所申込書

②介護保険被保険者証の写し

～ 基本情報調査 ～

～ 介護状況調査 ～

■「在宅介護の状況」

○在宅サービス利用率　○在宅介護期間

■「施設等に入所・入院中の状況」

○基準点　○在宅介護期間　○現施設の入所・入院期間

○全継続する施設等への入所・入院期間

■「本人・介護者の状況、その他」（入所検討委員会にて評点）

各施設にて行う面接や入所判定会議等を経て、
入所者を決定します。

　〇介護者の有無とその健康状態　〇介護を手伝う者の有無　〇住宅の状況

＜入 所 検 討 委 員 会＞

施設関係者等による合議制の会議により入所の優先度を決定します。
評価結果に基づき、入所希望者はA判定（優先度の高い方）又はＢ判定（それ以外の方）のいずれかに分類されます。
※施設は、必要に応じて日野市に改めて意見を求めます。

日　　野　　市

特例入所の可否を判断します。

特別養護老人ホーム入所申込みから入所までの流れ

＜入 所 申 込 み＞

入所を希望する施設を見学し、施設職員から入所取扱基準等について説明を受けてください（必須）

〔見学の際は、施設の相談員へ事前に連絡してから訪問してください〕

※要介護度が変更した場合

は、再申込みをしてください
申込者が直接施設に提出

＜基本情報調査及び介護状況調査＞以下の指標を点数化します

■「介護の必要の程度」

　〇要介護度　〇認知症に伴う問題行動の有無

■「介護提供の環境や困難度」

■入所検討委員会における判定結果は、施設から申込者に郵送で通知されます。

基本情報調査における評価点数が１０点以下基本情報調査における評価点数が１１点以上

要介護２以下
（施設は、特例入所に該当するか市に意見を求めます。）

要介護３以上

特例入所非該当者特例入所該当者

介護環境や本人の心身に変化がない限り、優先

度の評価が高くなりません。本人・家族の意思を尊

重した在宅サ－ビス継続や他の施設等の利用が図ら
れます。そのため、市では、地域包括支援センター及び

ケアマネジャーと連携し総合的な在宅支援、状態把握、

情報提供などの包括的・継続的なケアマネジメント（生
活を総合的に支える）を行います。

■評価基準に基づく判定結果は、施設から申込者に 郵送で

通知されます。
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表－１　基本情報調査基準

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

認知症等に伴う問題行動による加算

上記の基準に該当する独居の方 認知症等に伴う問題行動のある独居の方(要介護度３以下の方のみ)

①介護者がいない

介護者の有無 ②病気や障害、70歳以上である

③ 複数介護、就労中(週40時間以上)

介護者の健康状態 ④ 病弱・育児中である

介護を手伝う者の有無 介護者がいる ⑤就労中(週20時間以上)

⑥就労中(週20時間未満)

介護者の就労等の有無 ⑦大きな支障はない

住宅がない・立ち退きを求められている

住宅に特に大きな介護上の支障はない

4

4

2

1

1

5

基 本 情 報 調 査

　　　大項目 　　　　　中項目

1

　　　　　　　　　　　　　　　小項目

7

6

5

本人の心身の状況
　　　　　(最大7点)

（認知症に伴う生活・介護上の
問題行動の有無により評点1を
加算。）→

評点

要介護度

①基本情報調査は、「本人の要介護度や心身の状況」、「介護者の状況」、「住宅の状況」等について、表－１に示す基
本情報調査基準に基づいて点数化します。

介護者の状況
　　　(最大5点)

2

1

1

住宅居住の持続性
住宅の介護適応性

住宅の状況
(最大3点)

住宅に介護上の問題がある。
または問題解決のため改修工事をした

3

2

1

⑧手伝う人がいない
(②～⑦の追加点)

3

3

②基本情報調査基準によって、点数が１１点以上となる方を優先入所の必要性が高い方とみなします。
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大項目 中項目 小項目 評点

6割以上 6

4割以上6割未満 4

2割以上4割未満 3

2割未満 2

限度額を超えての自費負担の
ある利用者の加算

1

3年以上 7

2年以上3年未満 6

1年以上2年未満 5

1年未満 4

施設等入所・入院中の方全員 4

2年以上 3

1年以上2年未満 2

6か月以上1年未満 1

１年以上 4

6か月以上1年未満 3

6か月未満 2

3年以上 3

2年以上3年未満 2

6か月以上2年未満 1

本人の状況  (身体・精神的状況及び疾患等)

介護者の状況  (身体・精神的な介護負担等)

その他特に留意すべきこと
(経済的問題・介護者との関係等)

個別の状況
（最大8点）

入所検討委員会での裁量評点 1～8

②基本情報調査及び介護状況調査の点数に基づいて、優先度に応じたグループ分けをします。
③施設長、介護関係者等で構成される入所検討委員会は、介護状況調査による結果を踏まえ、施設側の受け入れ状
況（空きベッドの性別、認知症対応、適切なサービスの提供を行うための平均要介護度など）を勘案しながら、基本情
報調査と介護状況調査を総合的に判断して入所者を決定します。
*特別な事由があった場合に、入所検討委員会の審議によらずに、施設長の判断によって入所決定することもありま
す。
（特別な事由とは、災害、事件等により検討委員会の招集の余裕がないときや介護者による虐待・介護放棄に対する
緊急保護など、特段の緊急性が認められる場合のことです。）
 

①介護状況調査は、在宅サービス利用率、施設等の入所・入院経過期間、在宅介護（生活）期間、身体・精神的状況
及び疾患等について、表－２に示す介護状況調査基準に基づいて点数化します。

施設等
入所・入院中

の方
（最大14点）

　　　　　　　在宅介護（生活）期間
 　（要介護1～5の認定を受けた有効期限の初日
　 　から継続して施設等に施設等へ入所・入院して
　   いる期間における入所・入院日までの在宅生活
　   期間）

現在の施設に入所・入院してからの経過期間

全継続する施設等に入所・入院している期間

介 護 状 況 調 査

表－２　介護状況調査基準

在宅の方
（最大14点）

在宅サービス利用率

（支給限度額に対する最近3か月の平均値）

在宅介護（生活）期間

（要介護1～5の認定を受けた有効期限の
初日から調査日までの在宅生活期間）
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日野市内特別養護老人ホーム案内図

　※「ユニット型」とは、全室個室で、施設内を小グループに分け家庭的な環境を作ることにより、
　　日常性の高い生活を営むための仕組みです。市内にある従来型の施設よりも費用がかかります。

マザアス日野

浅川苑

シンフォニア

※ユニット型

豊かな里

あすなろ

ラペ日野

※ユニット型

花子

※ユニット型

（一部多床室）
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ケース番号　:

申　込　日 年 月 日

ふ　り　が　な

申込者氏名

〒 -

- -

- -

ふ　り　が　な 性

入所希望者氏名
別 （ 歳 ）

〒 -

介護保険被保険者
番号

□ 病院 □ 老人保健施設 □ 介護医療院 □ グループホーム

 □ 特定施設  □ その他    （　　　　　　            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※上記の具体的施設名（　　　　　　　          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 介護保険のサービスは □使っている □使っていない

 ケアマネジャーの氏名

 事業所名 ℡ - -

特例入所該当事由
要介護１又は２の方のみ

 □ マザアス日野　□ 豊かな里　□ 浅川苑　□ あすなろ　□ シンフォニア　□ ラペ日野　□花子

申 込 者 氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　私は、貴施設の入所に関する方法や手続き及び入所･退所についての取り扱い基準について説明を受け

ました。この申込書にある内容、介護保険の認定調査情報を、入所手続きに利用することを目的に、貴施設・

他の申込み施設･保険者に提供することに同意します。併せて、入所希望者の現状把握に必要な場合は、

調査担当者及び、入所･入院している施設等から、心身状況の情報提供を受けることに同意します。

入所希望者氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

在宅サービス
等について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

要介護度 1  ･  2  ･  3  ･  4  ･  5
認　　定　　期　　間

　　　  年　 　月　 　日 ～  　 　年 　　月　 　日

現在の生活場所

 □ 自宅

介護老人福祉施設入所申込書

                    施設長　様

申
込
者

入所希望者
との関係

申込者住所
連絡先

（問合せ先）
電話

※介護老人福祉施設入所申込書及び介護保険被保険者証の写しを施設へご提出して下さい。
　 裏面は、調査票となっておりますので、調査担当者に作成をご依頼して下さい。

入
所
希
望
者

□　ア　　□　イ　　□　ウ　　□　エ　　　　　※裏面参照

携帯

男 ・ 女

生
年
月
日

明 ・ 大 ・ 昭　　　　年　　　月　　　日

入所希望者住所
※住民票所在地

他の施設への申
込状況又は希望（予

定も含む）
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介護保険被保険者証の写し添付欄 ※ホチキス又はのり

要介護１又は２の方が入所するためには、下記のいずれかに該当することが必要です。ご自身の判断で、表

面の「特例入所該当事由」欄の該当すると思われる項目に印を付けてください。

ア.認知症のある者で、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られるこ

と。

イ. 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に

見られること。

ウ.家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。

エ.単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域

での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。
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【調査票記入上の注意点】　※表面が「基本情報調査」、裏面が「介護状況調査」です。両面ご記入ください。

①調査担当者は、申込者からの聞き取りを行った上で、調査項目（太枠内）の該当事由にレ点でチェックしてください。

②チェックを行う際には、必ず「チェック時の判断基準」欄を確認してください。

③判断基準の項目には、基準に該当することを確認するために必要な情報等を記入する欄が設けられています。

　 該当する場合は（）に必要事項を必ず記入してください。

④判断基準の項目に該当する内容がない場合など、判断基準に由らず、例外的に独自の判断でチェックをする

　 （せざるを得ない）場合は、必ずその理由（根拠）を備考欄に記入してください。

⑤老人保健施設、グループホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームに入所している場合は、

　 退所後を想定して記入してください。

⑥調査項目「生活介護上の問題点について」内の『障害高齢者の日常生活自立度』及び『認知症高齢者の日常生活

　 自立度』についても、必ず該当するランクに○を付けてください。

 □ひとり暮らし □ご夫婦のみ(相手の方の年齢　　　　　歳)

 □同居者がいる　　　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

「チェック時の判断基準」

 ひとり暮らしとは

 ※住民登録上のひとり暮らし世帯ではなく、実際の生活状況に基づく判断とする。(施設等に入所・

    入院している方は、入所・入院前や在宅に戻った場合を想定して判断する。)

 ※二世帯住宅や同一敷地内、別棟生活の方はひとり暮らしと判断する。

主に介護する方は □いる（　　　　　　　　） □いない

主に介護をする方は □問題なし □病弱 □70歳以上 □病気で治療中

□障害がある □複数の方を介護している(　　　　  　と　　　　　　)

主に介護をする方は □40時間以上勤務 □20時間以上勤務 □20時間未満勤務

□働いていない □育児中

「チェック時の判断基準」

 介護者がいない場合とは下記に限定する（ひとり暮らし＝介護者がいないではない）

 ※身寄りがいない（身寄りとは配偶者及び二親等以内の親族がいない場合、孫は除く）

 ※身寄りがいても遠方である（片道の移動に２時間以上かかる距離にいる）

 ※家族からの虐待・介護放棄の状況が認められる　☆緊急対応が必要な場合は入所指針による

 ※介護放棄とまでは認められないが、その延長線上にあるような場合

 ※介護者が要介護１～５の状態にある場合　（要介護度　　　　）

 介護者が病弱とは

 ※介護者が何らかの身体的問題を抱えている場合（病気で治療中というわけではないが、

    身体・精神的に介護が大きな負担となっており、それらが原因で体調不良や不定期な通院等を

    繰り返している場合。虚弱な状態にあり、介護力が低いと判断される場合。）

 介護者が病気で治療中　（病名　  　　　　　　　　　　　　　　　医療機関   　　　　　　　　　　　　　　）

 ※介護者が健康上の問題を抱えており、介護を行う上で大きな影響を及ぼしている場合。

    （月１回程度以上の通院治療を受けている、もしくは内服薬を服用しており定期通院をしている）

 介護者の身体障害者手帳等の確認　（　　　  級・度／障害名　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　）

 ※介護者が障害者とは身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者をいう

 介護者が複数の人を介護している場合とは

 ※入所希望者の他に親族等の介護を行っている場合で、介護とは、要支援～要介護５の状態に

     ある方、障害のある方の世話をいう。

 （介護状況・介護度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 介護者の就労状況の確認

 （勤務先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　就労時間の確認　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　）

 介護者が育児中の確認

 ※介護者が育児中とは、小学生未満の幼児・乳幼児を養育している場合をいう

　  （続柄　　　　　　　　　　　　　年齢　　　　　　　　　　）

基本情報調査

主に介護を
している方
について

 調査票

入所希望者の世帯
状況について
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介護を手伝う方は □いる □いない

手伝う方がいる場合その方は □親族

□それ以外の方(　                                  )

「チェック時の判断基準」

 介護を手伝う方とは

 ※原則、同居・別居に関わらず、週に１回以上親族による見守りができていれば、手伝う方は

    「いる」と判断する。手伝う方が親族以外の場合は、「いない」扱いとする。

 ※ヘルパー（フォーマルな支援）は除く。

今のお住まいは □自宅 □自宅以外 / □立ち退きを求められている

 自宅以外にお住まいの方は戻る自宅が □ある □ない

「チェック時の判断基準」

 戻る自宅とは

 ※原則、物理的に居住する家があれば、戻る自宅は「ある」と判断する。

□エレベーターのない集合住宅の2階以上に住んでいる  □自分の部屋がない

□自分の部屋とは別の階にトイレや風呂がある

□家屋の老朽化が著しい（段差が多い、浴室なし等）  □問題なし

□住宅改修が施工できない･させてもらえない □介護のためにバリアフリー等の改修対応をした

「チェック時の判断基準」

 住宅の問題とは

 ※介護を行う上、生活上で大きな影響を及ぼしている場合。

 ※シルバーピア、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等のバリアフリー化された、

    住宅に居住している方は「住宅に介護上の問題がない(1点)」とする。

□徘徊 □暴力行為 □不潔行為 □異食 □大声や奇声

□服薬管理ができない □失火の恐れがある

□障害高齢者の日常生活自立度 （  J1  ・  J2  ・  A1  ・  A2  ・  B１  ・  B2  ・  C1  ・  C2  ）

□認知症高齢者の日常生活自立度 （  Ⅰ  ・  Ⅱａ  ・  Ⅱｂ  ・  Ⅲａ  ・  Ⅲｂ  ・  Ⅳ  ・  M  ）

病気がある　　（具体的な診断名　　                 　　　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□医療器具を使っている

（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

備考

基本情報調査

 総合的な確認（事業所・施設名　　　　　　     　　 　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　 　 　　　　   　   　　　　　　）
　
　
　
             　　   （職名　　　　　　　　　       　　　   　 　　　　　　氏名　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　）

介護する上で
の住宅の問題

について

生活･介護上の
問題点について

入所希望者が
受けられている
医療について

介護を手伝う方
について

お住まいに
ついて
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　入所希望者氏名

利用回数

 　　※在宅介護（生活）期間 　　　　　　 による加算  　　　　　　　年　　　カ月  　　☆別紙のとおり

による加算

 　　☆介護状況評価判断基準等

　　　　のとおり

　① 年　 か月

　② 年 か月

　③ 年 か月

☆介護状況評価判断基準等

　 のとおり

☆介護状況評価判断基準等

　 のとおり

☆介護状況評価判断基準等

　 のとおり

調　査　日 　　在宅介護期間の確認を行った

調査担当者氏名 　　施設等入所・入院中の方の入所等の期間の

所属所（事業所）名 　　確認を行った

連　絡　先

※「日野市介護老人福祉施設入所指針　関係マニュアル」の介護状況調査判断基準等（P.２７～２８）に
　 基づいて記入ください。

８
点

介護者の状況

その他特に留意すべ
きこと

施設等
入所・入院中

の方

在宅介護（生活）期間

※①の加算

　 ②の加算

   ③の加算

　☆介護状況評価判断基準等

　　 のとおり

　　　　　　年　　　月　　　日

本人の状況

身体・精神的状況及び疾患等

14
点

現在の施設等に入所・入院してからの経過期間

全継続する施設等に入所・入院している期間

在宅生活に対する本人・家族の意向 ※基準配点　　　　　　　　４点

サービスに対する本人・家族の意向

　　年　　　　か月

介護状況調査

　入所希望者が初めて要介護１～５に認定されたときの有効期間の開始日 　　　　　　　年　　月　　日

在宅サービス利用率
　（※支給限度額に対する
　　最近３か月の平均値）

　　　　　　　％

　基準配点及び総評点

在宅サービスについ
て

（在宅の方）

　６割以上　　　　　　　　  ６点

　４割以上６割未満　　　 ４点

　２割以上４割未満　　　 ３点

　２割未満　　　　　　　　　２点

14
点

利用しているサービス及び回数

サービス名

※限度額を超えての自費
負担のある利用者

１点を加算
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　　　　　　　　　　日常生活動作等の状況

　入所希望者氏名

備考

入浴
　□自立　　　□見守り　　　□一部介助　　　□全介助

　（　一般浴　・　シャワー浴　・　器械浴　・　訪問入浴　）

医療的な処置

　□内服薬　　　（                                                　　　　）

　□点眼薬　　　□軟膏　　　□排便コントロール

　□治療処置状況

　　（                                       　　　　　　　　         　　　　）

　□医療機関への通院状況

　　（             回／週　・　月、　病院    　　　         　　 　　　）

　□その他　　（                               　　　　　         　　　　）

視力
　□普通　　　□近くの物なら見える

　□ほとんど見えない　　　□見えない

聴力
　□普通　　　□大きな声なら聞き取れる

　□耳元で話さないと聞こえない　　　□聞こえない

精神の状況

　 日常の意思決定　（コミュニケーション）

　□できる　　　□単発的な言葉のキャッチボールはできる

　□できない　（困難）

　認知症に伴う状況

　①記憶障害　　　　 □重度　　□中度　　□軽度

　②見当識障害　　　□重度　　□中度　　□軽度

　③問題行動          □有　　 　□無

着脱衣

　 上着

　□自立　　　□見守り　　　□一部介助　　　□全介助

   ズボン・パンツ等

　□自立　　　□見守り　　　□一部介助　　　□全介助

歩行・移動
　□自立　　　□何かにつかまればできる　（ 杖  ・　歩行器 ）

　□できない　（　車イス→　自走　・　介助　）

排泄
　□自立　　　□見守り　　　□一部介助　　　□全介助

　（　おむつ使用→　昼夜　・　夜のみ　・　誘導併用　）

特記・補足

食事
　□自立　　　□見守り　　　□一部介助　　　□全介助

　（　常食　・　きざみ食　・　ミキサー食　・　流動食　）

介護状況調査
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ランク 判定基準 見られる症状・行動の例 判断にあたっての留意事項 

Ⅰ 

何らかの認知症を有する 
が、日常生活は家庭内及 
び社会的にほぼ自立して 
いる。 

在宅生活が基本であり、一人暮らしも可能である。 
相談、指導などを実施することにより、症状の改善や進行の 
阻止を図る。 

Ⅱ 

日常生活に支障を来すよ 
うな症状・行動や意思疎 
通の困難さが多少見られ 
ても、誰かが注意してい 
れば自立できる。 

Ⅱａ 
家庭外で上記Ⅱの症状 
が見られる。 

たびたび道に迷うとか、買物や 
事務、金銭管理などそれまで 
できたことにミスが目立つ等 

Ⅱｂ 
家庭内でも上記Ⅱの症状 
が見られる。 

服薬管理ができない、電話の 
応対や訪問者との対応などひ 
とりで留守番ができない等 

Ⅲ 

日常生活に支障を来すよ 
うな症状・行動や意思疎 
通の困難さが見られ、介 
護を必要とする。 

Ⅲａ 
日中を中心として上記Ⅲ 
の状態が見られる。 

着替え、食事、排便、排尿が上 
手にできない・時間がかかる。 
やたらに物を口に入れる、物を 
拾い集める、徘徊、失禁、大 
声、奇声を上げる、火の不始 
末、不潔行為、性的異常行為 
等 

Ⅲｂ 
夜間を中心として上記Ⅲ 
の状態が見られる。 

ランクⅢa に同じ 

Ⅳ 

日常生活に支障を来すよ 
うな症状・行動や意思疎 
通の困難さが頻繁に見ら 
れ、常に介護を必要とす 
る。 

ランクⅢに同じ 

常に目を離すことができない状態である。症状・行動はランク 
Ⅲと同じであるが、頻度の違いにより区分される。家族の介護 
力等の在宅基盤の強弱により居宅サービスを利用しながら在 
宅生活を続けるか、または特別養護老人ホーム・老人保健施 
設等の施設サービスを利用するかを選択する。施設サービス 
を選択する場合には、施設の特徴を踏まえた選択を行う。 

Ｍ 

著しい精神症状や周辺症 
状あるいは重篤な身体疾 
患が見られ、専門医療を 
必要とする。 

せん妄、妄想、興奮、自傷・他 
害等の精神症状や精神症状に 
起因する問題行動が継続する 
状態等 

ランクⅠ～ＩV と制定されていた高齢者が、精神病院や認知症 
専門棟を有する老人保健施設等での治療が必要となったり、 
重篤な身体疾患が見られ老人病院等での治療が必要となっ 
た状態である。専門医療機関を受診するよう勧める必要があ 
る。 

                【問合せ先】 

                 日野市健康福祉部介護保険課介護給付係 

                      電話：042-514-8519（直通） 

                 

認知症高齢者の日常生活自立度 

在宅生活が基本であるが、一人暮らしは困難な場合もあるの 
で、日中の居宅サービスを利用することにより、在宅生活の支 
援と症状の改善及び進行の阻止を図る。 

日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ 
がランクⅡより重度となり、介護が必要となる状態である。 
「ときどき」とはどのくらいの頻度を指すかについては、症状・ 
行動の種類等により異なるので一概には決められないが、一 
時も目を離せない状態ではない。 
在宅生活が基本であるが、一人暮らしは困難であるので、夜 
間の利用も含めた居宅サービスを利用しこれらのサービスを 
組み合わせることによる在宅での対応を図る。 


